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水俣病発生地域 にお ける差別 と抑圧 の論理

　　　　　　　　
一
新潟水俣病を中心 に Cl ） 一

渡辺　伸
一

（奈良教育大学）

　本 稿 の 課題 は、新潟水俣病 を 中心 事例 と して 、当該地域 社会 に
’お け る被害者へ の 差別 と抑 圧 の

論理 を解明する こ とで ある。水俣病患者 に 対する 差別 に は 異なっ た2つ の 種類が あ る。ひ とつ は、

「水俣病で あ る 」 と周囲から認知 され る こ とに よ っ て 引 き起 こ され る い わば 「水俣病差別」とで

も呼ぶ べ きもの で あ り、もうひ と つ は 、その 反 対 に 「水俣 病 で は な い 」 と認 知 され る、つ ま り 「ニ

セ 患者」だとラ ベ リ ン グ さ れ る こ とに よ っ て 生 じる 差 別 で あ る 。 新潟水俣病 の 第
一

次訴訟判決

（1971 年9月 ）お よ び 加 害 企 業 との 補 償 協 定 締 結の 時 期 （1973年6月）の 以 前 に お い て は、地域 の

社会構造 や 生 活様式、社会規範 に 密接 に 関 わ る形 で 生 み 出 され て きた 「水俣病差別」 の 方 だ けが

問題化して い た 。 しか し、その 後、水俣病認定基準 の 厳格化 に よ っ て 大量 の 未認定患者が発生す

る 頃か ら、別の 否定的反応 が 加 わ る よ うに な っ た。こ れ が 、 「ニ セ 患者」差 別 とい う問 題 で ある。

こ れ は、地域社会 にお ける 「水俣病差別」と 「過度 に厳格な 認定制 度 （基準）」が、相互 に深 く

絡み 合う中 で 生 み 出 され て きた 新 た な る差 別 と抑 圧 の 形 態 で あ っ た。

　本稿 で は さ らに、差別 と抑圧 の 全体像を把握 すべ く、新 潟水俣病に お け る差 別 と抑圧 の 問題 は、

以 下 の 7つ の 要因が 関与 して生 み 出 され た複合的なもの で ある こ と、しか し、その 複合化、重層化

の 度合い は、阿 賀野川の 流 域 区分毎 に 異 な っ て い る こ と を明 らか に した 。

　1．加害企業 に よる 地域支配、2．革新系 の 組織 ・運動 に対する 反発、3．漁村 ぐるみ の 水俣病か く

し、4．伝統的な階層差別意識の 活性化、5．水俣病 とい う病 に対
．
する 社会的 排 斥、6．認定 制 度 に よ

る 認定棄却者 の 大量発生、7．
”
水俣病患者 ら し さ

「卩
の 欠如へ の 反発 u

キーワ ー ド　水俣病差別 、 「ニ セ患者」差別、認定制度 、 被害の社会的増幅

1．は じめに

　 「水俣病はそ の 長 い 歴史の 中で、障害に加えて白眼視され、疎外され、差別 され て きた とい う

構造がある」　 （原田，1994： 170） と言われ る 。 で は、こ の水俣病 に お い て差別 と抑圧 を引き起 こ

す要因とは い か なる もの で 、それ らは どの よ うな社会構造や意味づ けか ら生み 出され て きたの だ

ろ うか 。 また、
一

口 に差別と抑圧 と言 っ て も、それ を生み出す要因は多様である 。 とすれば、水

俣病 をめ ぐる差 別 と抑圧 の 問題 とは、い っ たい い くつ の 要因の 複合、重層化 と して捉 えられ る の

だ ろ うか 。 こ こ で 、差別 と抑圧 と は、被害者の 社会的な顕在化、すなわ ち集団検診の受診や 認定

申請行為な どを抑圧する社会的圧力や顕在化 した患者に対 して精神的苦痛や社会的不利益を与え

る発 言、行為を指して い る 。 本稿の 課題は 、こ の水俣病被害者に対する差別 と抑圧 の 論理 を 、 新

環境社会学研 究 4 （1998 ）：204 −218 204

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

論　　文

　 潟水俣病発生地帯を事例 として解明する こ とにある
（2 ）

。 水俣病に関する文献は多 く、社会科学

　 的な視点 をもちこ うした 問題に ア プ ロ
ー

チ した研究 も決 して少な くな い
C3・〉

。 しか し、こ れ らの

　 ほ とん どは熊本水俣病に関す る もの で あ り、新潟水俣病発生地域 における差別 と抑圧 の メ カ ニ ズ

　 ム は 、未だ十分 に把握 され た とは い えない （4b
。

　　 さ て 、 こ の 課題 を 、 社会学の 立 場か ら公 害被害 とは何 か を把握す る 「被害構造論」　（飯島，

　 1993）の 文脈で い えば、次の ようになる 。 すなわち、舩橋晴俊が指摘する ご と く、水俣病におけ

　 る健康被害その もの の 症状 を記述 し研究する の は医学の役割であ っ て 、 社会学の 固有の役割 とは

　 い えない 。 「だが 、公害被害はその ような 『直接的な健康被害』 に とどまらない 」 。 なぜ な ら、

　　「人間は社会的存在であ り、生活の諸領域にお い て さまざまな社会関係 を結び、社会的役割を担

　 い なが ら生活 して い る」か らで あ り、 「各人か らみれば、身体的 ・生理的な障害は、それ 自体 と

　 して孤立 して経験 される の で はな く、生活の あらゆる領域に おける社会関係と役割遂行に つ い て

　 の 障害、苦痛、不利益 と し て経験 さ れ る の で ある」 。 そ して 、さ ら に は 、 「ある個人が 水俣病で

　 ある とい う事実が周囲の 人 々 に認知 された場合、そ の 個人に対 して 精神的に も物質的にも苦痛や

・ 損失を与える よ うな行為が他の 人々 によっ て しば しばなされ、それによっ て、被害は社会関係を

　 通 して 増幅される の で あ る」 。 したが っ て 、 被害の 解明における社 会学的課題 とは 、　「人間が社

　 会的存在で ある が ゆえ に経験する こ の ような生 活領域に お ける被害、さらに は社会関係 を通 して

　 増幅 され た被害を解明す る こ と」に他な らな い （飯島 ・舩橋編，1993：215−216）。 本稿で目指 さ

　 れ る の は、こ の観点で い えば、社会過程や 「社会関係を通 して増幅された被害」 を被害者が被 っ

　 た差別 と抑圧 とい う側面に焦点 を当て 解明する こ と、と位置づ け られる 。

　　 と こ ろ で 、水俣病 の 歴史 をみ る と、被害者に 対する差別 と抑圧 （以後、被害者差別 と略）に

　 は 、異な っ た 2つ の種類がある こ とが わ か る 。 ひ とつ は 、 「水俣病患者は 出 さない 」 とする社会

　 的圧力お よび周囲か ら水俣病だ と認知される こ とで被る中傷や社会的排除とい う問題で あ り、い

　 わ ば 「水俣病差別」 とで も呼ぶ べ きもの で ある 。 もうひ とつ は 、社会的に顕在化 した患者に対 し

　 て な され る 「本物の 患者で はな い 」 とラ ベ リ ン グであ り、い わゆ る 「ニ セ患者」差 別で ある 。

　　 新潟水俣病の歴史を、第
一

次訴訟の勝訴判決 （1971年9月）お よ び加害企業 との 補償協定締結

　 の 時期 （1973年6月〉を基軸 と し、　「前期」と 「後期」に分 け るとする と、前期 にお い て被害の

　 社会的増幅を もっ ぱ ら行 っ て い た の は、地域の社会構造や生活様式、社会規範に密接に 関わ る形

　 で 生み 出され て きた 「水俣病差別」 とい う問題で あっ た 。 しか し、後期にな り、認定申請者が急

　 増 し認定基準の 厳格化 によ っ て 大量 の 未認定患者が発生 する頃か ら、こ の 「水俣病差別」の他

　 に、別の 否定的反応が 加わ る よ うに なっ た 。 これが、 「ニ セ患者」差別 とい う問題である。 こ れ

　 は、地域社会に おける 「水俣病差別」と 「過度に厳格化した認定制度 （基準〉」が、相互 に深 く

　 絡み 合 う中で 生 み 出さ れ て きた被害者差別の新たな形態で あっ た 。 こ れ ら の力は 、一
方で 、被害

　 者ら に直接的 な身体被害や生活被害の 他 の さ らなる受苦 と して 、 深 い 精神的苦痛を与え続けた と

　 同時に 、 他方で は、被害者の潜在化 とい う事態を導 き、集団検診の受診や認定申請などの顕在化

　 行動 を阻害 して きた最 も重要 な要 因 ともな っ て きた の である （舩橋 ・渡辺 ，1995：54−58） 。

　　 水俣病に お ける 「被害者差別」 を構成する 2つ の 差別、すなわ ち 「水俣病差別」 と 「ニ セ 患

　 者」差別とを生み 出す要因 とはどの ような もの な の か 。 また こ うした要因は、両方の 差別に どの
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よ うに関与 して きたの か 。 第2節で は 1水俣病差別」の 問題 を 、 そ して 「ニ セ患者」差別に つ い

て は第3節で検討 して い くこ とに したい 。 新潟水俣病 の 場合、差別 と抑圧 の 様相は、阿賀野川 の

流域 区分毎に それぞれ特徴 を もっ て い るとい え る 。 そ こ で 、両差別 とも、まずは流域区分別の 固

有の 問題を検討 し、次い で 全流域に共通の 形態に つ い て み て い くこ ととする 。 なお 、以下 で、下

流域 とは新潟市、豊栄市、中流域 とは横越町か ら水原町を経て 五泉 rh、安田町に至 る地域、上流

域 とは三 川村か ら津川町、鹿瀬町、上 川村に至る 地域を指 して い る 。

2．「水俣病差別」発生の 論理

2．1．上流域

　新潟水俣病問題 にお い て 、　「水俣病差 別」 を生み出 した流域区分別の 要因が前期か らみ られた

の は、上流域 と下流域で あっ た 。 そこ で 、まずは昭和電工 鹿瀬工場 （現在新潟昭和）が位置した

東蒲原郡鹿瀬 町 を中心 とした t流域 に固有の 要因に つ い て検討する 。 上流域 で は、　「加害企業に

よ る 地 域 支配」 とい う要因が きわ め て 重 要で あっ た 。

　周知 の ご と く、 鹿瀬 町 は熊本 の 水俣市 と同様 、 典型 的な 「企 業城下町」 で あ っ た 。 昭電鹿瀬工

場の 最盛期は 1948年頃 とされ る が 、こ の 時期 に は正社員2
，
〔X｝O人、下請け500人であ り、売店、病

院、幼稚園、映画館な どをも直営して い た （新潟水俣病共闘会議編，1990：14） 。 1950年代の後

半以降は、工 場の縮小や合理化が 進ん で い くが 、そ れ で も事件発生当時、町民の 80％ は何 らか の

関係で 昭電 と結ばれ、昭電 を生活 の 基盤 として い た し （五 十嵐，1971：ll）、同 町 の 議会構成を

み る と、定数22議席の うち、同工場関係議員が9名を占め る に至 っ て い た 。 こ れ か ら もわか る よ

うに、昭電は、鹿瀬町 を中心 とした、ヒ流域で 経済的、政治的、社会的に絶大な る影響力をもっ て

い た の である。

　新潟水俣病の 原因が昭電からの 工 場廃液に よ る との 見解が 、厚生省 の 疫学班か ら公表 され る の

は、1967年の 4月 の こ とで あ っ たが、昭電 は こ の 見解に対 して、1年くらい 前より原 因は、新潟地

震時 （64年6月）に信濃川河 口付近の 農薬倉庫か ら流出 した農薬で ある とする主張 （倉庫農薬流

．出説）を展開 し始め て い た 。 そして 、 東蒲原郡 の 各町村に は 「工場廃液説」に対する昭電側 の 見

解 を詳 しく書い た説明書が配られ る など、こ の 地域の 世論は急速に 「倉庫農薬流出説」に固ま っ

て い っ た の で ある （五十嵐，1971；89）。

　 こ れ らを背景に、鹿瀬町は 、1965年に県が 実施 した集団検診受診者の 中か ら高濃度の水銀保有

者が発見 され るや否や、次の 年か ら 「昭和電工 を犯人 と断定するための 資料集め には協力で きな

い 」 との 理由で 検診を拒否 し、中止させ て い る 。 また、1966年9月、鹿瀬町 と隣接の津川町の 町

議会で は、　「水俣病の 原因は昭電 で はな い 」とする 「阿賀野川下流流域 の 有機水銀問題に関する

意見書」が可決され、県知事、県議会議長、厚生 ・通産両大臣、科学技術庁長官、衆参両議長に

提出 して い る 。 さら に は、町長主催に よ る川魚 の 安全性を宣伝する目的の 魚釣 り大会を開い た り

して い るの であ る。県が阿賀野川 の 安全宣言を出す1978年の 12年 も前の こ とで あ っ た 。　「鹿瀬 、

津川の 周辺は水俣病の 問題で は治外法権の ようで どうしよ うもない 」とは、当時、県衛生部長
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だ っ た北野博
一

氏の 言葉で ある （斎藤，1996：ll7）。

　 こ うした情勢の 中、被害者 にと っ て水俣病だ と名乗 り出る こ とは きわ めて困難 な こ とであ っ

た 。 ある被害者は、認定申請 の 方法 を鹿瀬町役場 に聞きに出かけた と こ ろ 「よ くわか らない の で

暫 く待て 」 と言われた上 に 「もし水俣病で ない とわか る と何十万円もとられるんだぞ」 と脅か さ

れ、長期にわたる申請の 妨害に会 っ て い る
〔5
  また、か つ て 、 工場関係の 品物を扱 う運 送業 を

営んで い た男性 （86歳）は 、　「医者に は水俣病の 疑い が あると い われ た ん だが 。 新潟に検査に

行 っ た ときなん か 、電工 か ら課長連中が きてね え
……。電工 の関係の仕事をや っ て い る の に、水

俣病の 申請なん て で きなか っ たね え」 （『新潟 日報』1995年8月27 日付） と振 り返る 。 しか し、

こ れ らは決 して 過去 の 話で はない 。鹿瀬町 を中心 とする上流域で は、発生 か ら30年以上経 っ た

1995年現 在で も、　「鹿瀬 の （昭和）電 工 しか補償能力が な い か ら、原因は 電 ⊥ だ と い うこ と に

な っ た、と思う。 七割 くらい の 人 は そ う思 っ て い る よ」　（『新潟 日報』 1995年 8月24日付）との

発言が聞かれ る 。 だか ら、 被害者に対 して 、 「世話に な っ た昭電を売る の か」 と誹謗 した りする

の で ある （『朝 日新聞新潟版』199E年3月 】2日付） 。

　こ の ように、上流域で は 、　「加害企業に よる地域 （の政治的、経済的、社会的）支配」 とい う

問題が、被害者の顕在化を妨げ、顕在化 した患者を抑圧す る とい う大 きな要因の ひ とつ とな っ て

い た の で あ る
［　fti

。

2．2．下流域

　新潟 に お い て 最初の 患者が 公式発表 さ れ た の は、周知 の よ うに阿賀野川 の 下 流域 で あ っ た

（1965年6月12日） 。 1967年6月、第
一・
次訴訟が提訴されるが、これ らの 人々 もすべ て ド流域の患

者で あっ た 。 1972年に中上流域で 最初の認定患者が 出るまで、新潟水俣病 とは阿賀野川下流域 の

問題 と して
一

般 には認識 され て い た の で ある 。

　新潟水俣病問題は 、熊本と比較 した場 合、下流域の 被害者 に とっ ては有利な条件の もとで 始

まっ た。それ には、下流域が昭電の 位青する上流域か ら遠 く離れ て お り （約60km）、 「加害企業

に よる 地域支配」の 影響か らは全 く無縁の地域で あっ た こ と、また、被害者たちには、初期か ら

彼 らを支援す る組織 （新潟民主 団体水俣病対策会議 、略称民水対）が存在 した こ とな どが大 き

い 二民水対 は、新潟勤労者医療 協会、新 日本医師協会、地区労、共産党など22団体によ っ て結成

された組織だが、結成時期 は65年8月で あ り、患者公式発表か らわずか 2ヶ 月半後 とい う短期間で

の こ とで あ る 。 そ して 、民水対の 努力は、12月 の 段階 で 、被害者の 組織、 「阿賀野川有機水銀中

毒被災者 の 会」を結成させ る の に成功す る の で ある （飯島，1993：200−202） 。 民水対が被害者の

運動に果た した役割は きわめ て 大きい
。 しか し、政治的には保守色の 濃い 当地 にお い て 、 革新系

の民水対か ら支援 を受けた被害者らは、集落 の 秩序 を壊す存在と見なされ 、 大 きな反発を受ける

こ とに もな っ た 。

　「被災者 の会が で きた当時 、 会長の 近喜代
一さん の 子 ど もは、毎 円学校から泣 い て 帰 っ て きた。理 由を

聞 くと、　『お 前は共 産 党の 子 ど もだ、とい っ て い じめ られ た』 と答えた c こ うした こ とは な に も子 ど も

の 1凵堺 ばか りで は な か っ た 。 被災者の 会 に 入 っ た だ けで 、部落 の 有力者から 「共産党とつ きあ っ て 、部
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落 に住 め な くな っ て もい い の か 」 とお ど しを か け られ た例が た くさん あ る」　（五十 嵐，1971：125） 。

　民水対の支援の もと 、 下流域の 患者ら に よ っ て提起された第
一

次訴訟は、い わゆ る 四大公害訴

訟の先陣を切 っ て闘われ、史上 初の 本格的な公害裁判 とな っ た もの である 。 しか し、こ れが意味

す るの は、こ の 時代は未だ公害の 深刻 さが
一
般 に は広 く知れ渡 っ て は い なか っ た、とい うこ とで

もある。保守的な力の 強 い 当地 の 性格が、こ うした時代背景 と相俟 っ て患者 に対す る無理解や排

斥行為を生 み 出 して い っ た と考 え られ る 。

　さて 、
こ の 他 に 、 下流域 に固有の 抑圧要因と して は

、 「魚が売れな くな る g と に よ る生 活破壊

の抑止」 とい う問題を指摘する こ とが で きる 。 こ れは い わゆ る 「漁村ぐる み の水俣病か くし」 と

い う要因である 。 松浜 とい う集落 （河口右岸の 漁村）の ある被害者は 「松浜か ら水俣病患者が出

る と松浜の あげる 海の魚 まで売れ なくなる と言われ て 、地域 ぐる み で心配 して い た時期だ っ た の

で、が まん して い ました」　 （新潟水俣病研究会，1986：12）と述 べ る。松 浜の 漁業組合で は、漁

獲規制を解除する よ う県に頻繁 に陳情 した り、　 「当地から水俣病患者を出すな」 と決議する など

して、海の 魚が売れな くなる こ とを警戒 し、被害者 の 顕在化を抑えて い っ たの であ る。こ うした

申し合わせが維持で きな くな る の は、第
一
次訴訟判決後の こ とで あ り、事件発生か ら7〜8年 も経

過 した後の こ とで あっ た 。

　こ れ ら 「革新系の組織 ・運動 に対する反発」 と 「漁村 ぐる み の水俣病か くし」は、初期の水俣

で も同様にみ られ た 要因 で あ り、　「水俣病か くしの 指令は 、政治家や 町長 、村長 、漁業組合幹

部 、 部落会長 とい っ た系統で流 され て くるか ら 、 それ に反抗 して 申請した り認定 された りする こ

とは地域の 中で確実に孤立させ られ て い き、ア カ攻撃の集中砲火 をあびる こ とになる」　源 田，

1994：171＞との指摘が ある 。

2．3．全流域

　 こ こ まで は、　 「水俣病差別」 の 要因に つ い て 、流域区分別に その 特徴を み て きたわけで ある

が 、 続 い て は全流域に共通の要因に つ い て検討 して い くこ とに した い
。 以下 に挙げる要因は、中

上 流域で認定患者が 出 る 1972年頃 まで は、主に 下流域で の み み ら れ た もの だが 、そ の後は全流域

で 表面化 して い っ た要因で ある 。

　全流域で み られた差別 と抑圧の 要因は、　 「水俣病 とい う病に対する社会的排斥や 白眼視」 とい

う問題 であ る。
こ れは 、　「障害を もつ 者に対する社会的排斥」と 「偏見に基づ く排斥」 との 2つ

に分けられる 。 水俣病が原因で仕事を解雇 された、とい うの は前者の典型例で ある 。 また、後者

の 例 としては、患者の発生 で、 「あの家には タタリがあ る」な どと言われ地域か ら白眼視され た

り、結婚話が破談にな っ た り、とい うこ とが挙げ られ る （関，1994 ： 且8 ；斎藤，1996： 190） 。

　ところ で 、偏見に 基 づ く排斥 とい うの は、公害病である こ とが公式発表され、正 しい 知識が広

まるに したが い 次第にな くなっ て い くはずで ある 。 現 に、迷信か らくる 「タ タ リ呼ばわ り」な ど

は基本的に はみ られな くなる。 しか し、結婚に関する問題につ い て は、後期に なっ て も長 く尾を

引 き、深刻な問題で あ り続けた 、、 例えば、自分の子 どもの結婚に 支障が 出る の を恐 れ、子どもの

結婚 を見 とどけて か ら認定 申請す る
、

と い うケ
ー

ス が 数多く確認で きる の で ある （飯島 ・舩橋
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編，1993）。 水俣病が長期にわた り結婚忌避 の 対象とされ た り、それ に対する恐れを導 い た理由

と して は、 「水俣病は遺伝する」 とい う誤 っ た解釈 の 流布が大 きい 。言うまで もな く水俣病は、

遺伝病で はない 。有機水銀を体内摂取す る こ とに よっ て 生 じた有機水銀中毒で ある 。 しか し同
一

家族内で の 発症 （家族集積性）お よ び 胎児性水俣病患者 の 存在が 、　「水俣病は遺伝する」 とい う

誤 っ た イ メ
ー

ジを生 んで い っ た と考え られ る 。
こ れは、患者家族 自身で さえそ の イメ ージ を内面

化 し、 子供へ の影響を心配する ケ
ース もある ほ ど （原 田，1997：223）、根の深 い 問題で あ り続け

た の で ある。

　さて 、以上 をまとめれ ば、新潟水俣病にお い て 「水俣病差別」を生 み出 して きた要因は、次の

4つ だ とい うこ とがで きる 。 すなわ ち、 「加害企業に よる地域支配」　 （上流域）、 「革新系の組

織 ・運動 に対する反発」　「漁村 ぐる み の水俣病か くし」　 （以上、下流域）、　「水俣病 とい う病に

対する白眼視 t社会的排斥」　 （全流域 ）である 。

3．「ニ セ 患者」差別発生の 論理

3．1．被害者がお かれ た制度的 ・社会的状況 の変化

　新潟水俣病問題の歴史にお い て 、1971年9月 の 第
一次訴訟 の勝訴判決 と1973年6月の加害企業 と

の 補償協定 の 締結 とい う2つ の 出来事 は、被害者 を取 り囲む社会的条件や利害状況 を大幅に変更

させ る もの だ っ た 。 とい うの も、それ よ り以前つ ま り前期に は、被害者 として 顕在化する こ と

は、既述 したように様 々 な 「水俣病差別」に よ っ て 社会的に傷つ け られる こ とを覚悟 しなければ

ならず、それ と引 き替えの 医療補償費等は若十で しか ない 、とい う状況で あっ た か らである 。 し

か し、後期 に な る と事態は 大 きく変化す る
。 なぜ な ら 、 第

一
に 、 健康被害 の 原因が汚染企業に あ

る こ とを明確 に認めた裁判の 判決は 、 患者 に
’脚
公害被害者

”
と して の 「正当性」を付与 した し、

第二 に 、補償協定の 締結によ っ て、認定患者全員が 、従来の 医療補償等に代 わ っ て 「補償金」を

獲得する こ とがで きるよう に な っ たか らで あ る 。
こ れ らの こ とは 、 社会的条件や利害状況の変化

に よっ て 、 被害者の 潜在化を促 して きた重要な原因で ある 「水俣病差別」の力が相対的に逓減し

は じめ 、被害者が名乗 りを挙げやすい 条件が従来よりは整 っ て きた こ とを意味 した 。 こ の 時期か

らの 認定申請者の急激な増大は、そ の 端的な現れ で あ っ た 。 しか し、こ こ で 起こ っ た の が 、認定

基準の過度の 厳格化 （7 ）
によ る大量の未認定患者の発生、つ まり 「認定制度に よる被害の社会的

増 幅」の 開始で あ り、 「ニ セ 患 者」差 別の 出現 と深刻化 なの で ある 。

　それ で は、以下で はもうひ とつ の 被害者差別で ある、こ の 「ニ セ 患者」差別が 生 み 出 さ れ る論

理に つ い て検討 した い 。　「ニ セ 患者」差別 を生み出す要因 とはどの よ うな もの か 、また そ れ は ど

の ような社会過程や 意味づ けか ら生 じて きた の か 。

3，2．認定制度の 関与

　 「ニ セ患者」発言 とは 、端的 に言 っ て 、 「水俣病で はな い の に、水俣病だ とい うの は金目当て

だか らだ」 とする主 旨の 発言の こ とで ある 。 こ こ で解明すべ きは 、 何をもっ て 「水俣病で は な
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い 」と判断して い るか で あ る 。 判断基準 と して 、まず考え ら れ る の は、当然 「認定制度に よ る棄

却」で あ る 。 　「認定制度に よ る棄却」が もた ら した 大量 の 未認定患者 の 発生 。
こ うした制度に よ

る 「水俣病では ない 」 とい う
1

お 墨付 ぎ
’
は、た しか に 「ニ セ 患者」発 言が発生す る 大きな背景

をな して い る 。

　とは い っ て も、　「ニ セ 患者」 とい うラ ベ リ ン グは 、 認定棄却者に だけ付与され て きた の で はな

い点に注意 した い 。 これは、熊本で も新潟で も同様である。重要な の は、認定制度による大量 の

未認定患者の 出現が、地域社会に お い て 「水俣病で はな い の に水俣病 に な りたが っ て い る者が 大

勢い る」 との 「社会常識j を形成、増幅させ た とい う点にある。そ して、こ の こ とが、　 1
．
制度に

よる棄却」には還元 されな い 、 「水俣病 じ ゃ な い 1とする独 自の論理構築を助長 した、とい うこ

とである 。 こ の論理に従えば、た とえ認定患者 で あろ うと裁判 で 勝 とうと 「水俣病で は ない 」と

判断され る の だ e

　で は、こ の独 自の論理 とは 何 か u こ の 論理 を生 み出す要因も 、 流域 に固有の もの と全流域に共

通する もの とに分ける こ とが で きる 。 こ こ で も、前者か ら検討 して い こ う。 流域区分別 の 要因が

顕在化 したの は 上流域 と中流域であ っ た 。

3．3．流域区分別 に み る 「ニ セ患者」差別 を生み 出す独自の 論理

3．3．t．上流域

　 ヒ流域で は、　「水俣病差別」 を引き起こ した 「加害企業 に よる地域支配」とい う要因が 、　「ニ

セ患者」差別 をも生み出す役割を果た して い た 。 すなわ ち、 卜流域で は 、科学的に は完全 に否定

さ れ た はずの 「倉庫農薬流出説」が 1971年の 第
一
次訴訟判決以後 も長期 にわた り支持 され続けて

お り、　「ニ セ患者」差別 の 発 生 に 関与 して い た 。　「裁判で は 、 汚染源は 昭電 とされ たが、農薬流

出説 も完全 に否定 され たわ けで はない 1とは鹿瀬町の 職員の 言葉である
（S）

， そ して 、さ らに

は、次 に み る よ うな 「水田農薬流 人説」とい う新しい 農薬説 まで 生 まれ て い た
・19］

。

　「か つ て の 農薬、例 えば 米の い もち病対策な どに使 う農薬 は 、水銀の 量が もの す ご か っ た。昔は、越 後

平野全体が 水田 で 使 われ る 農薬 水銀 に 汚染 され て い た とい っ て も よい 。そ して、越 後平野 で使 わ れ た水

銀 は、最終的 に は、例外なく信濃 川 か 阿賀野 川 に 流 れ 出 て い っ た の だ n あ の 水銀 ど こ へ い っ た の か 。 要

す る に昔 は 、水 銀 が 周 りに溢 れ て い た の で あ っ て、身体 の 障 害が、鹿 瀬 （工 場） の 水銀の せ い か ど うか

などわか ら ない は ずだ。水銀 に名前 な ど書 い て な い
。 水銀が 周 りに溢 れ て い た こ と を考 え れ ば、み ん な

ど こ か ど こ か水銀 に や られ て い る は ず」 。

　 こ れ ら
一

連 の 「農薬説」の 共通点は、被害者の健康障害の 原因は、昭電が排出 した有機水銀で

（ある とは 限 ら）な い 、と主張する点にある 。 新潟水俣病患者 とは 、　「昭電が排出した水銀だけ

に よ っ て 汚染 され た被害者」の こ とだが、こ の説に よれば、患者 らは こ の定義には （完全には）

当ては まらず 「ニ セ患者」とい うこ とになる の だ。こ うした 「農薬説」を根拠 に した 「ニ セ患

者」差別は、中下流域 で は全 くみ られ な い もの で あり、継続する 「加害企業に よる地域支配」の

影響を強 く物語 る もの とい える。
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3．3．2．中流域

　次に 中流域に 固有 の 要因だが 、 それは 「伝統的な階層差別意識 の 活性化」とい うメ カ ニ ズ ム で

ある 。 こ の メ カ ニ ズ ム につ い て は 、比較の 意味で 、まずは水俣の ケ
ース を例に と っ て 説明 した

い
。 水俣で は こ の 問題 は 、 鶴見和子や 色川大吉らが指摘 した 「じご ろ」 と 「ながれ」　 （また は

「な ぐれ」）の 対立 とい う問題 に関わ っ て い る 。

　 「湯堂、茂道、月浦、丸島、舟津、み んな貧乏 人 の な ぐれ の漁師風 情で し ょ ッが 。 あ っ だ ど も

は （あい つ らは）、弱 っ た魚をど し こ食べ て 奇病にな りよ っ た 、こ れ は 事実 じゃ 」　（色川編，

1995： 390） 。 水俣で は、こ の 言葉に端的に示 され て い るよ う に、流れ の 漁民 （ながれ ）に対す

る定住民 （じごろ）の 伝統的な差別意識が、病気の 発生が契機 となっ て 活性化 し、患者に対する

差別を
一

層深刻化 させ て い っ た、とされ る。図式化すれ ば、 「病気の 発生」→ 「伝統的 な差別構

造を活性化」 → 「水俣病患者へ の差別 ・偏見 を
一

層強化j　（→ 「被害者の 潜在化」）として 把握

する こ とが で きる 。

　で は、新潟は どうか 。 こ の メ カ ニ ズ ム は 、筆者らの 調査で は中流域で の み確認で きた要因で あ

る 。 熊本で は水俣病差別を も生み 出す要因とな っ て い た こ の メ カニ ズ ム は 、 新潟で は 「ニ セ患

者」差別にのみ関与 して い た 。
こ れ には、中流域で最初の認定患者が 出たの が既述 の ご とくlg72

年で あ っ た点が大 きい
。 こ れ まで は、中流域 に つ い て あま り言及 して こ なか っ た の で 、少 し詳 し

くみ て い きたい 。

　水俣で は 、 「なが れ 」が 罹 る病 と して 当初認識され て い た水俣病は、阿賀野川 の 中流域で は

「川筋 もん」　（また は 「川筋の し ょ 」）が 罹る病、と し て捉え られ て い た 。 中流域の 安田町の あ

る住民は 、 「川筋と山手との 間には隔た りがある」と し、 「
一

言で い えば
、 貧乏人 と金持ち との

違 い だな」 とい う “o）
。 阿賀野 川 の 中流域は 、土質もよ く農業が盛ん な地域で ある 。 しか し、川

に隣接する 「川筋」の 集落は 、 川 と距離を置 く 「山手」と異な り、広い 農地 をもてな い 上 に、洪

水時に田畑が流 され る こ とがある など 、 長 きに わ た り不安定な生活を強い られ て きた 。 こ の ため

「だんな さま」　（旧地主）など一部 を除 き、生活は一般に貧 しく、か つ て 山手で は、　「川筋は ホ

イ トの 出所」 とか 「川筋に は嫁 に くれ るな」 とか の 菁 い 方があ っ た、とい う
．］il

。

　 また、川筋 の 集落には 、阿賀野川 の 水運を利用 した 川砂利の 採取 ・運搬を職業 と し て い る家 も

多か っ た 。 例えば、千唐仁 （せ ん とうじ）とい う集落では、　
・
番多い ときで98戸の うち85戸 （86．

7％）が砂利を運ぶ 川舟で 生計 を立て て い た （斎藤 ・萩野 ・旗野，1981 ：37） 。　「気 っ 風 と度胸が

なけ りゃ 船頭 はつ とま らね え 」と い うある現役の 船頭 さん （65歳）は こ う述 べ る u2 ） 。

　「川 か ら下石 や 砂利、砂など を舟 に 乗せ 、大きな舟 に積み 替えて 新潟まで よ く行 っ た もん さ。仕事が 終

わ る と古町 や 西 堀あた りで遊 び、そ れ で 金が ス ッ カ ラ カ ン だ。そ れ に賭事が好 きだか ら。花札、パ チ ン

コ とか さあ D 金 は取 っ て もほ と ん ど残 らなか っ た ね 。 金 もうけ て も全部 つ か っ ち ゃ うん だ よ 、 本当に 。

み ん な そ うさね 。 砂利 は だ っ て い く らで も採 れ た ん だか ら」。

　こ こ に 垣 間見 える生活様式 （文化）は、農業中心 の 山手の それ とは大 きく異な っ て い た 。　「山

手 の 農家は将来 に備え、収入の 10％位は貯金に回すが、川筋の し ょ は、パ ッ と使 っ て しまう。宵
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越 しの 金は もたねえ っ て 。 計画性が ない ん だね。 うちの （金融担当の ）職員なん か、外 回りで 川

筋に行 くの を嫌が っ て い た 。 貯金なん て必要な い っ て 追 い 返 され るか ら」 と元農協職員 は述べ る

L］°｝ 。また、 「あら っ ぽ い 仕事 をして い る か ら、気まで あ らい 」　 「ギ ャ ン ブ ル 好き」 ［m 、 「根

性が悪 く、ずる 賢い 」　F入れ墨 を して い で 怖か っ た」
“ 3 ：1

な どの 認識 を山手の 側は もっ て い た。

もちろん、こ うした こ と は 山手の 側か らする
一方的なイ メ

ージ で ある 。 川筋 の 側 に言わせ れ ば、

船頭は 「命が けの 仕事な ん だか ら、気持ちが タ フ で 、 さっ ぱ りしたや つ ば っ か り」で あ り、 「百

姓は地道で 、遊ぶ 機会が ない か ら、金回 りの よ さをよ くうらや ましが られた さ」 “21， となる 。

　と こ ろ で 、 認定患者が 出た の はほ とん どが こ の 「川筋 もん」か らで あっ た 。 そ こで山手では 、

「水俣病 と は 川筋 もん が罹 る病気」 との 認識が 広が り、 「川 筋の し ょ だか ら意地汚 くて 水俣

（病）で 金 もらお うとする」
111コ・） とい っ た 「ニ セ患者」発言が な され るようにな っ て い っ た の で

ある。しか し、魚を食べ て い た の は川筋だけではな い 。例えば、安出町 の 中心街で 商店を営ん で

い たある男性は ｛i4｝、魚を趣味で 捕 っ て 食べ て お り、身体の異常 も感 じて い た 。 だが 、 「「川筋

もん』と同 じ病気 に なっ たの で は、町 の もんか ら信用され なくな り、商売に影響する」 と身体 の

こ とは家族以外 に は公言 しなか っ た とい う。
こ れ らか ら理解 され る ように、中流域に お い て は、

経済的格差や 生 業 ・生活文化の 違 い に起囚する 「山手」の 「川筋」に 対する 差別感情や 違和感

が、被害者差別 を生 成、助長 して い くこ と にな っ た の で あ る
。

　山手 に属するある住民は、 「阿賀野川の 魚を食べ た人が 水俣病に なる ん なら、流域に住ん で い

る人が皆、水俣病にな っ て い るはず。しか し現実 はそ うじゃ な い 」と言 い 、職業病による影響が

重要で ある と して 、 次の ような主 旨の議論をする 。 こ れ は 、 川筋の 患者に対する感膺的な反発を

よ り論理的に展開 した もの 、と捉える こ とが で きよ う
1
’
］jT

。

　「水俣病患者が 出 て い る小 浮、砂 山、千唐仁、稗ヶ 原場 とい っ た 川筋 の 集落に は、石 取 り、砂利取 りの

仕事 をす る人 が 多 い
。

こ うい う仕事は 重 労働で あ る 。 冬 は寒中の 仕事 で もあ る し、座 骨神経痛、リ ュ ウ

マ チ な ど、障害が 出る の が 当た り前で あ る。これ は職業病 だ。水俣病 で 認定 に な っ て い る の は、あ る い

は 認定 しろ と言 っ て い る の は、女性 を別 に すれ ば、大概が こ うい う仕事 に 携 わ っ て い た 人た ちで ある 。

しか し、本当 の と こ ろ は 、水俣病 で 体が 痛い の か 、職 業病 に よ る 症状 な の か わ か ら な い は ずで ある 。職

業病なの に水俣病だと言 い 張 っ て い る の で は ない か。

　 実際、同 じよ うな ケース が 過去 にあ っ た。硅肺病 とい っ て 、こ れ は 結核 とよ く似 た 症状の 出 る 病気で

あ っ た。安 田 に は、石 屋 が多く、こ の病気に か か る人 も多か っ た。同級生 に もこ の 病気 で 亡 くな っ た者

が い る 。 しか し、当時 は、結核 と似 て い る か ら結核だ と思 わ れ て い た ケース が多か っ た 。 水俣病 もこ れ

と同 じ事が 考 え ら れ る 。 魚 を食べ て い たか ら とい っ て 、簡単に 水俣病 だ、な ど とは言 え な い ，，水俣病だ、

とか い っ て 苦 しそうに して い た 人が 、認定 を受けた ら元気 に な っ て 旅行 に行 く。 や り方が うまい ん だ ね 。

K 村 に は 複数 こ うし た 人 た ち が い る 。 み ん な、そ うい う人 を冷や か な 目で 見て い る 。
こ れ が現実 の 姿だ。

地域 の 人 は み ん なそ う思 っ て い る」。

　要す る に 、こ の 主張は 、 中流域で 多発 して い る病気は水俣病で は な く 「川筋 もん」 に 固有の

「職業病」 なの だ と説 くもの で ある 。 こ の説に 立 て ば、女性以外の被害者 らは 「職業病なのに水

俣病だ と言 い 張 っ て い る」　「ニ セ患者」に他ならな い の だ。
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3．4，全流域にみ る 「ニ セ患者」差別 を生 み 出す独 自の 論理

　 とこ ろ で 、上記の 発言には 、中流に固有の 「ニ セ患者」差別を生み 出す もの の他に、別の 要因

の存在も見て取る こ とがで きる 。 「水俣病だ、とかい っ て 苦しそうに して い た人が 、認定を受け

た ら元気 に なっ て旅行 に行 く （の はおか しい ）」とい う認識がそれ で ある 。 こ れ は、　 「
”
水俣病

らしさ
11

の 欠如」に対す る反発、とい う 「ニ セ患者」差別 を生み出す全流域に共通 の 要因な の で

ある 。

　新潟水俣病 の ある未認定患者 の 自宅には、次の ようなハ ガ キが届い て い る。　「水俣病な ら寝て

い ろ 」　 （日付 ：91．元旦）、　「私たち よ り元気で は な い か 。 本当の 患者 に は 、当然早 く判決すべ

きで あるが、貴殿 の や うな ニ セ患者も相当い る」　（同：94．7．13）
／1］（1｝

。 また 、 「水俣病な らバ イ

ク に乗れるわけが ない 」とか 「こ の 辺 りで 水俣病で 寝込ん で い る人なん て い ますか。 町で 水俣病

なんて言 っ て い る人はみんな イ ン チキ だ
……水俣病の 人が畑に出た り、仕事に行 っ た りで きます

か」　 （『新潟 日報』 1995年8月24日付 ）な どの 発言 も聞かれ る 。 こ うした 「水俣病 なの に元気

だ」とい うよ うな認識 は、逆 に言えば、水俣病で あれば元気であ るはずが な く、例 えば 「激症

型」と呼ばれる ほ どの
伽’
悲惨な

”
症状 を呈 す るはずだ、と考え られ て い る こ とを表わ して い る 。

む ろ ん 、こ の よ うな認識は、日々 止む こ との な い 身体 の 苦痛やそれ に伴 う精神的辛 さを無視 し

た 、 第三者の外見的な イ メ
ー

ジ に 過 ぎな い 。

　下流域 の ある未認定患者は 、 「水俣病なの に何で元気なの か」 と言われ るの が嫌で 「近所や職

場 の 同僚 に も水俣病 の こ とをずっ と隠 して きた」 と言 い 、こ う続 ける Cm
。　 「黙 っ て い れば誰 も

自分の 症状なん かわか らない ん だか ら 。 で もね、耳鳴 りがする とか 、手足が痛 い とか四六時中

言 っ て い るわけに はい かな い で し ょ う。 （二階の物f し場で ）洗濯物を干す時に で も、 『痛 い
、

痛 い 』 っ て 言い なが らやれば 、 近所の 人だ っ て 『大変なん だ な』 っ て思 っ て くれ る か もしれない

け ど、馬鹿 らし くて そ ん なこ と続けて らん ない しね （笑い ）」 。　「激症型」な どの 症状 と違 い 、

水俣病の 典型例 で ある手足の痺れや 目、耳な どの 障害は外部か らはわか りに くい の だ 。

　 「ニ セ 患者」差別 をする者に とっ て、 「元気な．」水俣病患者 とい うの は 、まさに形容矛 盾で

あっ て 「水俣病患者 ら しく」 ない と映 る 。
つ ま り、　 「水俣病 らしさ」 とい う観念 と 「現実の水俣

病 らし くない 患者」 との 間 にイ メ
ージ ギ ャ ッ プ （認知的不協和）が存在 して い る の で ある。こ の

イ メ ージギ ャ ッ プ の 解消が 「ニ セ 患者」差別 へ と転化 して い くの だ。そ して、さらに こ の ような

思 い を強め る の が 次の よ うな認識で ある CYI
。

「障害が 酷 い 人 な らば、こ れ は補 償 金 を も ら っ て 当 た り前だ。しか し、未 だ に騒 い で い る連 中 は、大 し

た 障害 な ど な い
。 な の に、障害が 酷い 入 と 同 じ額をもらっ た り、もらお うと して い る。周 りか ら妬 みが

で るの は 当た り前」 。

　こ こ にみ られる の は 、被害者の 障害には 「酷い 人」か らそ うで ない 人まで違い が あるの に、受

け取る補償金 の 額が 同じ （
一
律）な の は納得で きな い

、 とする論理で ある “8  そこ で 、 「障害

が酷 くなければ水俣病で はな い し、補償金 をも らう資格もない 」 と考える の だ 。 こ れ は、なぜ被

害者に対す る補償額が
一．
律 1000万 にな っ た の か、とい う理由を完全 に誤解 し、独自の 論理を立て

213

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

渡辺 ：水俣病発生 地 域 に お け る差別 と抑圧 の論理

表 1　新 潟水俣病 に お ける被害者差別 とそ の 流域区 分 別要 因

被 害 者 差 別

流 域 区 分 別 の 差別 ・抑圧要因
水 俣 病差 別

（前期か ら）

r
ニ セ 患者 」 差別

（後期か ら）

上 流 1．加害企 業 に よ る 地 域支配 o ○

下 流 2．革 新 系 の 組 織 ・運 動 に対 す る反 発

　　 3，漁 村 ぐ るみ の 水 俣 病 か く し

○

○

中 流 4．伝統的な階層差別意識 の 活性化 ○

全 域 5．水 俣 病 と い う病 に 対 す る 仕 会 的 排 斥

　　 6．認 定制度 に よ る認 定棄却者の 大量発 生

　　 7．
”

水俣病患者 ら しざ
’

の 欠 如への 反発

○

OO

（注 ） ○ 印 は、差 別 の 発 生 に 左 の 要 因 が 関 与・し て い る こ と を示 し て い る。

て い る こ とを表 して い る
［］9）

。 す なわ ち、こ こ に 成立 して い る の は、水俣病 とは
「「
悲惨な病

「’
と

い う 「
．
水俣病ら しさ」を一

律な補償金の 額に よ っ て 勝手に裏打ちし、そ の 認識 を よ り強固 なもの

に して い る と い う構図で ある 。

4，ま とめ

■

　以上、本稿で は、新潟水俣病発生地帯に おける被害者へ の 差別 と抑圧 の 論埋に つ い て検討 して

きた 。 既述 の ように、被害者差別 を生み 出 して きた要因 は7つ に 分類する こ とが可 能で あ っ た。

した が っ て 、新潟水俣病に お け る 差別 と抑圧 の 問題 と は 、こ れ ら7つ の 要因が 複合的に関与 し た

もの と捉え る こ とが で きる 。 た だ し、そ の 複合 、 重層化の 度合 い は 、 地域 の 社会構造等の 違 い を

反 映 し、阿賀野川 の 流域区分 ご とに 異な っ て い た 。

　また 、 被害者差別は、　 「水俣病差別」と 「ニ セ 患者」差別 とに分か つ こ とが で きる が 、こ の視

点か らみる と 、 差別要因に は 、

一
方の 差別の 発生 に だけ関わ っ た要因 と両方の 差別に関与 した も

の とが存在 して い た u こ れ らにつ い て まとめ た の が 、表1で ある
i12nli

。

　こ の 2つ の被害者差別の うち、前期か ら表面化 し被害の社会的増幅を行 っ て い た の は 「水俣病

差別」の方であ っ た 。
こ の 差別 を生み出す要因 は、後期になる と、ある もの はその 力を持続 させ

る が （表内の 番号で 1，5）、ある もの は弱め て い く （同2，3） 。 と こ ろが、こ こ に 「ニ セ患者1
差別 とい う別 の 差別形態が加わ っ て くる。こ れ は、未認定患者の 大量発生 とい う事態を背景に 生

じ た もの で 、地域社会に お ける 「水俣病差別」と 「過度に厳格に な っ た認定制度」が 相互に深 く

絡 み合 い なが ら生 み出 して きた 新た な る差別 と抑圧の 形態で あっ た 。

　被害者に と っ て 、こ の こ とが意味するの は 、 被る差別が 「水俣病差別」か ら 「ニ セ 患者」差別

に 変化 した 、 とい うこ とで はな い
。 そ うで は な くて、1司じ被害者が 、ある 人か ら は 「水俣病差

別」 を受け （例えば結婚忌避） 、 別の 人か ら 「ニ セ患 者」呼ばわ りされ るとい う二 重の 差別状況

が 出現 した とい うこ とで ある 。 認定基準が 過度に厳格化 した認定制度は 、 多数の被害者か ら補償
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の 権利 を剥奪 した の み ならず、こ れ らの 人 々 に対する差別 と抑圧 を一層肥 大化、深刻化 させ て

い っ た 。 制度が被害者の被 っ た受苦 を最小限度 に止める方向に働 くの で は な く、反対 に社会的な

増幅機能を果たす とい う本来あ っ て はな らな い 深刻な事態 を導い て しまっ た の で ある。

　冒頭 で 述 べ た よ うに 、公害被害の解明 に お け る社会学的課題とは 、人間 が社会的存在で ある が

ゆ えに経験する生活領域 に おける被害 、 そ して 、 さらには社会制度や杜会関係 を通 して 増 幅され

た被害を捉え る こ とで ある 。
こ こ で 目指 した の は、こ の うち社会制度や 社会関係 を通 して増幅さ

れ た被害を、被害者が被 っ た地域社会 における差別 と抑圧 とい う面 に焦点を当て解明する こ とで

あ っ た 。

注

（D 新潟水俣病閊 題 は 、事件発 生 の 1965 年6月か ら 31年後の 1995年 12月、被害者 i寸1体 と加害企 業 との 間 で 解

　 決協定書が 締結さ れ、杜会紛 争と して は
一

応の 決着をみ た。なお、新潟水俣病の 社会学的な視点か らの

　 総合的 な解明 につ い て は
、 飯島

・
舩橋編 （近 刊）参照 。

  水俣病 に お け る差別 と抑 圧 の 問題 は、家族、職場、病院 な ど様々 な場面 で顕在化 した が、本稿で は あ

　　くまで 地域社会が主要な検討対象で ある 。

°
また本稿 で 検討 した 内容 は、患者 で は ない

「
第 三 者に よ る

「1
差

　 別 の 論理 が 中心で ある。

（3）代表的なもの に 色川 編 （1995＞所収論文、原田 （1994）をは じめ とする
一

連の 著作、宇井 （1981）、

　 柳 田 （1988）、飯島 〔1993）、木野編 （1995〕な どが あ る 。

（4）阿賀野 川 中 流 域を事例 に こ う した問 題 を分析 した論文 と して は 、関 （1994）が あ る。

（5） 1992年8月、当時第二次訴訟 原告で あ っ た男性 〔70歳代）へ の ヒ ア リ ン グ 。

〔6）囚み に 、鹿瀬町 は 、1986年 に 「町制 施行 30周年誌 ・か の せ 」 を発 行 して い るが、こ の 中の 年表 に は新

　 潟水俣病 の こ とは一
切書か れ て い な い

。 また、1995年現在、町長は 「（水俣病の 問題 は）で きれ ば 早 く

　 忘 れ た い 」 と言い 、 「行政 と して 水俣病 の 歴 史 を語 り継 ぐ気は ない 」 と して い る （「新潟 円報』 1995年

　 8月28日）。

（7）水俣病 に お け る認 定基準がなぜ過度に 厳格化されたの か、に つ い て は様 々 な分析がなされて い る 。 渡

　 辺 ・関 （1995）で は 不 十 分 なが らそ れ ら につ い て ま とめ て い る。

（8）1992年3月の ヒ ア リン グ。

（9） 1994年1月、津 川 町 で の 男 性 〔60歳代 〉へ の ヒ ア リ ン グ。

（10）1994年8月、安田 町 で の 元農協職 員のA 氏 （男性、70歳代｝ へ の ヒ ア リ ン グ。

（H ） 1994年8月、安 田 町で の 町議会議員 の B 氏 （男性、60歳代） へ の ヒ ア リ ン グ 。

（12） 1996 年6月、阿賀野 川 の 川べ りで の ヒ ア リ ン グ。なお 、 「川筋」 の 側に 積極的 に 定位し、 「Jllと共 に

　 ある 暮 ら し」 の
’
豊 か さ

1’
を牛 き生 きと描 い た 作品 に 、映画 『阿賀 に 生 きる 』　（阿賀 に 生 きる 制作委員

　 会、監督 ・佐藤真）が あ る。映画 「阿賀 に生きる．1ス タ ッ フ （1992 ） に は 、そ の シ ナ リ オ等 が収録 され

　 て い る。

（13） 1994年8月、安田 町 で 商店を営 むC氏 （男性、40歳代）へ の ヒ ア リ ン グ 。

（14）C氏 の 父。内容 はC氏 が 語 っ た もの で ある。

（L5）1994年1月、安田 町で の D 氏 （男性、60歳代〉へ の ヒ ア リ ン グ 。 なお、こ の 記述は、長時間に ぼる内容

　　を で き る だ け発言 に 忠実 に 筆者が 要約 した もの で あ る 。

（且6） こ の ハ ガ キ は、1994 年8月、板東克彦新潟水俣病第 二 次訴訟弁護 団 長 （当時）か ら事務所 にて お 見せ

　 い た だ い た もの で あ る。
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（17）1992年8月、当時第二 次訴訟原告 で あ っ た 女性 （50歳代） へ の ヒ ア リ ン グ 。

（18）こ の 論 理 は、新潟の 認 定審査会で 中心 的役 割 を担 っ た椿 忠 雄新 潟大 学医 学部教授 が、認定基準 を変え

　た 理由の ひ とつ と して斎藤恒医師に 語っ た 次の 言葉 と共通 して い る 点 に 注目した い 。私は 「
．
律補償に

　は 反 対 だ u 手足 の シ ビ レ だ けで 正OOO万円 とい うの に は 反対 だ 」　（舩橋 ・渡辺 ，1995：57｝。

（19＞新潟水俣病被災者の 会 と共闘会議は、1973年6月21凵、昭 和電 T．との 間で 被 害 補償協定 を結 び、死 者
・

　重 症者 を除 く
一

般認定患者 に つ き
一
次補償金

一
律 1  万 円 お よ び消費者物価 に ス ラ イ ドす る 当初年額

一

　律50万円の 生 涯補償 を定 め た （新潟 水 俣 病 弁護 団，1984：210） 。 また 、　「
一
般認定患者」 に つ い て 、な

　ぜ 一
律 補償 に したか とい うと、患者の 被害の程度 に は、身体的に も精神的 に も計 り矢囗れ ない もの があり、

　医学的 な 違い に よ っ て差異 を も うける こ とは で きない 、との 主旨か らで ある。

（20）本 稿 の 目的 は新潟 の 事例分析が 中心で あり、熊本 の ケ
ー

ス の 詳細 な検討 に は な い 。しか し、次 の 2点

　だ けは指摘 して お きた い
。 すなわ ち、　（D こ れ らの 要因 は熊本で もすべ て確認で きる とい う点、　（2）

　熊本 で は、新潟 とは 異な り、水俣市 とい うこ れ らの 要 因 がす べ て 重層的に み られ た 地域 伯 治体）が 存

　在 した とい う点 。
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THE  LOGIC  OF  DISCRIMINATION  AND  OPPRESSION

IN  AREAS  WITH  OUTBREAK  OF  MINAMATA  DISEASE

      WITH  SPECIAL  REFERENCE  TO  THE  CASE  OF
              NIIGATA  MINAMATA  DISEASE

WATANABE  Shin'ichi

     Department  of  Sociol ogy

NARA  UNIVERSITY  OF  EDUCATION

Takabatake-cho, Nara, 630-8301, JAPAN

     The  purpose of  this paper is to clarify  the logic of  discrimination against  and

oppression  of  Niigata Minamata  Disease patients in the Agano  River basin. In this

paper,Iaddress the factors causing  discrimination and  oppression,  and  the social

structures  and  inhabitant's interpretations that generated these problems. Seven factors

caused  these problems: (1) Regional control  by  the company  responsible  for the

pollution, (2) Antipathy against  organizations  lmovements supported  by left wings,

(3) Hiding the existence  of  victims  in order  to prevent decreasing sales  of  fish, (4)
Activating of  traditional discrimination consciousness,  (5) Prejudice against  and

rejection  of  Minamata  Disease itselL (6) The  massive  amounts  of  uncertified  patients,

(7) Antipathy against  patients who  do not  look like Minamata  Disease victims.

    These have been major  factors in producing 
"hidden"

 patients and  at same  time

have been causing  profbund emotional  stress in patients who  came  out  into the open  to

apply  for official  certification. The  i'mportant  point is that the certification  system  has

positively been a  part of  the expansion  of  discrimination, such  as in imputations of
"fake

 patients". The  excessively  rigid  criterion  of  the certification  system  have not

only  deprived many  victims  of  their compensation  rights,  but also  have promoted
discrimination and  oppression  against  them  in this area.

Keywords  andphrases  : discrimination and  oppression , 
`[fake

 patients 
",

     the certification  system,  social  amplijication  ofclamages
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